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大
臣
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ア
ブ
ダ
ビ
に
お
け
る
Ｉ
Ｒ
Ｅ
Ｎ
Ａ
（
国
際
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
関
）
総

会
に
お
け
る
発
言
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
崎
誠
君
提
出
河
野
外
務
大
臣
の
ア
ブ
ダ
ビ
に
お
け
る
Ｉ
Ｒ
Ｅ
Ｎ
Ａ（
国
際
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
関
）

総
会
に
お
け
る
発
言
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
七
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
本
年
一
月
十
四
日
（
現
地
時
間
）
に
ア
ブ
ダ
ビ
で
開
催
さ
れ
た
国
際
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
関
第
八
回
総
会

に
お
け
る
河
野
外
務
大
臣
の
ス
ピ
ー
チ
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
め
ぐ
る
近
年
の
国
際
的
動
向
を
踏
ま
え
た
今
後
の
外

交
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
同
大
臣
の
決
意
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

ま
た
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
つ
い
て
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
基
本
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
政
府
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
経

済
産
業
大
臣
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
基
本
計
画
の
案
を
作
成
し
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
経
済
産

業
大
臣
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
を
速
や
か
に
国
会
に
報
告

す
る
こ
と
等
と
さ
れ
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。


